
心の相談日
市保健所では、毎月第１・第３木曜日を「心の相

談日」とし、心に悩みがあるかたの相談に医師が応
じています。市保健所健康管理課で、いつでも相談
の申し込みを受け付けています。☎(883)1180

お電話ください

毎月10日午前８時～翌朝午前８時

☎(865)4343

フリーダイヤル☎0120-738-556いのちの電話
(毎月10日のみ)

月～土曜日、正午～午後９時
秋田

いのちの電話
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市民課総務担当☎(866)2072

※限度額には、社会保険料相当額(８万円)を加算しています。また、
医療費控除などがあると、所得額から控除される場合があります。

※所得は、平成19年分源泉徴収票の「給与所得控除後
の金額」や「扶養人数」、平成19年分の確定申告書な
どを参考にしてください。

問い合わせ

小学６年生(12歳になった最初の年度末)までの児童
を養育し、下表の所得限度額を下回っているかた

市民課、河辺市民センター、雄和市民セン
ター、岩見三内連絡所、大正寺連絡所
受付時間　午前８時30分～午後５時30分
土崎支所、新屋支所
受付時間　午前８時30分～午後５時15分
アルヴェ市民サービスセンター
受付時間　午前９時～午後５時15分

手続きに
必要なもの

①印鑑
②申請者名義の金融機関の口座番号(市内の
本・支店のもの。ゆうちょ銀行は不可)

③申請者の健康保険者証のコピー(厚生年金
に加入しているかたのみ)

申請
窓口

現在、児童手当を受けていないかたで下記の受給資格
に該当するかたは、５月30日(金)までに手続きをしてくだ
さい。審査の結果、要件を満たしていれば、６月分の手
当から受けることができます。また、公務員のかたは勤
務先へ申請してください。

支給対象は小学６年生まで

児童手当を受けて
いないかたは申請を ５月30日(金)までの平日に下記の窓口へ

すでに児童手当を受けているかたには、６月中に現
況届を提出していただきます。詳しくは、６月上旬に
郵送で直接お知らせします。
また、次に該当する受給者で、まだ市民課に連絡し

ていないかたは、至急ご連絡ください。
平成19年６月以降に会社を退職し、厚生年金などを
脱退したかた
平成20年４月から公務員となり、職場から児童手当
が支給されるかた

受給
資格

地域のぬくもりそのままに
岩見三内保育所の新園舎完成

みんなでくす玉を割ってお祝いしました

４月16日、河辺の岩見三内保育所の竣工式が行われ、
子どもたちや保護者、地域のみなさんが、新しい園舎の
完成を祝いました。
同保育所は昭和52年に旧河辺町が設立しましたが、老

朽化のため昨年から改築工事を行っていました。新園舎
は今年３月末に完成し、樺桜(かばざくら)などの木材を
ふんだんに使った、ぬくもりを感じる造りとなっていま
す。延べ床面積は600㎡で、保育室５室、遊戯室のほか、
保護者が気軽に相談できる子育て支援相談室もありま
す。
現在、園児は50人。「床が暖かくてびっくり！」「トイ

レにはいろんな動物の絵が描いてあって、入るのがすご
く楽しいよ」と、みんな新しい保育所がとっても気に入
った様子です。
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